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総 説

糖尿病を有する労働者への対応と支援～産業保健スタッフに求められる役割～
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産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学研究室

（2020年 3月 16日受付）

要旨：生産年齢人口が減少する日本において，治療をしながら仕事を続ける労働者への支援が重
要である．本稿では，糖尿病を有する労働者に対する職域での支援の基本となる考え方を整理し，
継続的な治療や良好な血糖コントロールとするための支援法とその効果を示す．また，糖尿病に
よる労働生産性の低下を改善するための支援について示す．産業保健スタッフは，仕事が糖尿病
を悪化させるリスクや事故・災害につながるリスク等を見積もり，糖尿病を有する労働者の職務
適性を評価する．産業保健スタッフが血糖コントロール不良である労働者と面接を実施し，詳細
な情報に基づき職務適性を評価し，本人とその上司，主治医と連携することにより，数年内に血
糖コントロールが改善した事例を示した．労働生産性の観点では，出勤しているが健康問題によ
り労働生産性が低下した状態（presenteeism）の影響が大きく，糖尿病では低血糖，糖尿病性神経
症，気分障害が要因となっている．その対策として，服薬遵守や生活習慣の改善をはかること，
治療の仕事への影響を評価し必要に応じて仕事を調整すること，心理的なサポートを行うことが
有効と考えられており，産業保健スタッフと主治医との連携が鍵となる．

（日職災医誌，68：255─261，2020）
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I．はじめに

少子高齢化が進む日本において，生産年齢人口が総人
口を上回るペースで減少していることが大きな課題と
なっている．労働力不足を解消するためには，女性や高
齢者等の労働力を確保するとともに，一人一人の労働生
産性を高めることが必要であり，「働き方改革」のスロー
ガンのもとで，様々な政策が立案・実行されている．高
齢労働者が増加すると，病気の発症率が上昇するため，
治療をしながら仕事を続ける労働者が増加する．医療技
術の進歩により，今まで以上に仕事と病気の治療との両
立が可能な状況が拡大している．厚生労働省は，「事業場
における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライ
ン」１）を公表し，支援体制の強化をはかっている．
治療と職業生活の両立支援を検討する際には，疾患ご

との特徴や職域で実施される保健事業との整合性も踏ま
え，個別に検討することも重要である．本稿では，糖尿
病に関して，先行研究を踏まえつつ，糖尿病を有する労
働者に対する職域での支援策について述べる．まず，安
全配慮義務の観点から，企業責任として，就業により糖

尿病の病態を悪化させないための支援について示す．次
に，糖尿病の治療中断者が多いことも踏まえつつ，職場
で継続的な治療や良好な血糖コントロールとするための
支援について示す．最後に，事業者にとって関心の高い
テーマである，糖尿病による労働生産性の低下を改善す
るための支援について示す．

II．各 論

1．就業により糖尿病の病態を悪化させないための支
援
（1）支援の基本となる考え方
事業者はすべての労働者について健康障害が生じない

よう配慮しなければならないという健康配慮義務（安全
配慮義務）を有し，就業により疾患が発生し，また，疾
患の病態が自然経過を超えて悪化しないよう，職場で必
要な配慮をすることが求められている．就業のみの要因
により発生する疾患は職業病と呼ばれ，例えばじん肺や
鉛中毒などがある．一方，就業が疾患の発生率を高め，
または増悪に寄与する様々な因子のひとつとなりうる疾
患として，作業関連疾患という概念がある．糖尿病は，
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図 1　職域における職務適性機会の分類

高血圧，脳・心血管疾患，うつ病などと並び，代表的な
作業関連疾患である．
作業関連疾患に対する安全配慮義務を履行するため

に，二つのアプローチが考えられる．第 1に就業・作業
環境に対するアプローチ，第 2に個人に対するアプロー
チである２）．
ア）就業・作業環境に対するアプローチ
糖尿病の発生率を高め，増悪に寄与する健康障害の要

因として知られているものは，夜勤，過重労働，職業性
ストレスが高い環境などがある．これらの健康障害の要
因は完全になくすことは難しいが，必要最小限の影響と
する取組みが重要であることを事業者らと共有する必要
がある．
イ）個人に対するアプローチ
個人に対するアプローチは，個人の職務適性を評価す

ることから始まる．仕事と健康状態が適合しているかど
うかを評価する．次に，治療や生活習慣の改善を通じて
職務適性を向上させるための指導を行うとともに，それ
でも適応できない労働者については，職務適性に応じた
就業上の配慮を行うことになる．
職務適性の評価の機会は，①すべての労働者を対象と

して広く評価を行う機会，②健康上の職務適性を特別に
必要とする作業に従事する労働者に対して評価を行う機
会，③特別な健康状態にある労働者に対して評価を行う
機会がある（図 1）．
①すべての労働者を対象として広く評価を行う機会

は，雇入時，および，年に 1回，すべての労働者に実施
する定期健康診断がある．これらの一般健康診断は，そ
の結果に基づき就業区分判定を行い，就業措置に結び付
けることを目的の 1つとして実施される．労働安全衛生
規則第 45条により特定の業務（深夜業を含む業務，多量
の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所にお

ける業務など）に従事する労働者を対象として実施され
る健康診断（特定業務従事者の健康診断といい，一般健
康診断の一つであり，半年に 1回の実施が義務付けられ
ている）も，健診項目そのものは業務に特異的なもので
はないため，この種類の評価の機会として位置づけるこ
とができる．
②健康上の職務適性を特別に必要とする作業に従事す

る労働者に対して評価を行う機会である．長時間労働者
に対する面接指導がこれに当たる．一定以上の時間外労
働があり，疲労の蓄積を認め面接を希望する労働者に対
して，医師による面接を行い，必要に応じて就業上の措
置を検討することが法令上の義務となっている．
③特別な健康状態にある労働者に対して評価を行う機

会とは，病気により休業した労働者が職場復帰する際に
産業医による面接を行い，就業上の措置の必要性の有無
を検討する等，職場復帰支援の機会がある．
（2）職務適性に応じた就業上の配慮が必要となる場合
職務適性に応じた就業上の配慮が必要とされる判断基

準や適用範囲について，法令等で明確に示されたものは
ない．しかし，産業医が実施している就業配慮を調査す
ると，5つの類型に分類することができることが明らか
となっている３）．
類型 1：仕事が持病を悪化させる恐れのある場合の就

業配慮
類型 2：事故・災害リスクを予防するための就業配慮
類型 3：健康管理（保健指導・受診勧奨）のための就業

配慮
類型 4：企業・職場への注意喚起・コミュニケーショ

ンを目的とした就業配慮
類型 5：業務への適性判断から行われる就業配慮
類型 1：就業が労働者の健康や疾病経過に悪い影響を

与えると予見される場合に実施される措置である．この
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類型は，労働安全衛生法第 68条，および労働安全衛生規
則第 61条にある「就業で病勢が著しく増悪する」際に実
施される「病者の就業禁止」の考え方に基づき，就業禁
止だけでなく，就業措置全般への適用を意図するもので
ある．この措置を講じる際には，臨床的な判断が重要で
あり，労働者の同意のうえで，主治医と十分コミュニケー
ションを取り，情報交換を行うことが必要である．
類型 2：ある特定の疾患によって特徴的に発症確率が

高まるとされる事態が生じた際に，随伴して発生する可
能性のある事故を予防する目的で就業制限を行うことが
ある．特に突然死や失神などの意識障害が併発するよう
な疾患に適応される．また，疾患に関連して生じる可能
性のある災害，事故，大規模災害などに備えるための企
業リスク管理としての観点を含むものである．
類型 3：労働者の受診や生活習慣の改善を促すため

に，就業制限を適用する場合がある．特に労働時間など
就業環境が労働者の受診や生活習慣の改善の阻害要因と
なっている際に，これらを調整する必要がある．労働安
全衛生法に基づく，保健指導実施義務を明示的に実施す
る措置である．
類型 4：主に健康上の問題が就業状態や職場環境にあ

る場合に，職場環境の改善や管理者・事業主へ問題提起
をすることを目的として就業制限を実施する場合があ
る．個の労働者への措置を取ることで，本質的には職場
への介入を意図している．具体的には，長時間労働者に
対する面接指導において，過重労働が頻発する職場で，
高血圧の管理が不十分な労働者に一律，45時間以上の残
業を禁止する場合があてはまる．
類型 5：健康上の理由や能力的な適性から業務を制限

する場合の措置である．具体的には，弱視者に対して，
VDT作業を制限する場合があてはまる．
（3）糖尿病を有する労働者における職務適性に応じた
就業上の配慮が必要となる場合
糖尿病を有する労働者の就業上の配慮として実施され

るのは，5つの類型のうち，主に類型 1から類型 3があて
はまる．類型 1の具体例は，糖尿病のコントロールが極
めて不良の労働者に対し，暑熱作業を禁止する場合など
がある．糖尿病は熱中症を発生しやすい疾病として知ら
れていることが背景にある．類型 2の具体例は，低血糖
発作が頻発している労働者に対し，高所作業を禁止する
場合などが挙げられる．類型 3の具体例は，糖尿病のコ
ントロールが不良の労働者に対して規則正しい生活と運
動が実施できる環境を整えるため，時間外労働の制限を
行う場合などが挙げられる．
（4）定期健康診断における就業上の措置の具体的プロ
セス
就業上の措置の具体的な進め方について，定期健康診

断の場合について示す．法令に定められた定期健康診断
の検査には，血糖検査（空腹時血糖又は随時血糖，場合

により HbA1cの検査）がある．しかし，血糖値のみで就
業上の措置を決定することは難しい．糖尿病の今までの
経過や治療・内服の有無，業務内容等，健康と就労に関
する様々な情報を勘案して判断することが必要である．
そのため，就業上の措置を検討する可能性がある場合，
本人との面接は必須である．ただし，受診者全員に面接
することは時間的制約で難しい．そのため，誰に対して
面接するか，基準を決めておくと効率的である．血糖検
査の結果とともに，問診票の情報（治療・内服の有無）も
参考となる．例えば，保健師が執務している事業所にお
いて，「HbA1c 8以上は，産業医による面接」「HbA1c 6.5
以上で，かつ，治療・内服なしは，保健師による面接」等
と基準を決めることができる．ただし，数値に明確な基
準があるわけではなく，産業医や保健師等の執務時間を
勘案し，どうすれば効率的かつ漏れなく就業上の措置の
判断が必要な労働者を評価できるかを考えることが重要
である．
糖尿病の経過やコントロールの状況，治療・内服の有

無，業務内容等を勘案し，必要な就業上の配慮について
判断する．本人の同意のもとで，上司や人事からも情報
を収集することがある．ここでも明確な数値基準は存在
せず，個別的に判断することになる．104人の専門産業医
がデルファイ法（3回）で実施したコンセンサス調査の結
果は参考となる４）．通常の勤務において，検査結果の数値
でいくつ以上であれば，就業制限を課すことを検討する
かを調べた研究である．HbA1c（JDS）では，10%以上と
いう回答が全体の 62％で同意が得られている．ただし，
HbA1c（JDS）は結果が二峰性（10％と 8%）であった．
なお，この数値は絶対的なものではなく，また，研究で
は「産業医が就業制限を課すことを検討するか」の基準
であり，「就業制限を課す」基準ではないことに注意すべ
きである．ただ，HbA1c（JDS）が 8%以上の場合は産業
保健スタッフが直接，面接を行い，評価を行うことが強
く推奨される．
就業制限を課した場合，必ずフォローアップを行うこ

とも重要である．就業制限は「労働者の働く権利」を制
限することでもあり，期間を限定したうえで，就業上の
措置を再評価する．嘱託産業医の場合でも月に 1回は執
務する場合が多いため，1カ月毎に面接を実施し，就業上
の措置の見直しを行うことが多い．
（5）定期健康診断における就業上の措置の事例
製造業，労働者数 1,350名の事業場．産業保健スタッフ

は専属産業医 1名，保健師 3名，事務 1名が健康管理に
あたっている．この事業場では，定期健康診断の事後措
置として，HbA1c（NGSP）が 2年連続で 8%を超えた場
合，または，単年度で 10%を超えた場合に，産業医面接
を行い，必要に応じて就業制限（多くは残業禁止，出張
禁止）の産業医意見書を事業者に対して提出し，治療強
化を求める仕組みを構築している．就業制限は，状況に
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表 1　某企業における健康事後措置とその後の経過

事例
1

事例
2

事例
3

事例
4

事例
5

事例
6

事例
7

事例
8

事例
9

事例
10

事例
11

事例
12

年齢（面談時） 52 28 59 59 52 47 45 43 42 45 46 35
性別 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男
就業制限 制限 制限 猶予 制限 制限 猶予 猶予 制限 猶予 猶予 猶予 制限
HbA1c（NGSP）（%）
X年 10.3 11.6 8.7 9.8 10.7 9.0 9.1 10.1 11.0 8.3 9.6 11.8
X＋0.5 年後 ―  7.4 7.3 ― ― 8.9 8.5 ―  5.4 7.4 ― 11.4
X＋1 年後  8.7  7.9 6.9 8.3  8.7 6.1 8.1  8.3  6.7 7.4 9.5 12.3
X＋2 年後  6.2  7.9 8.8 8.2  7.3 6.1 7.8  8.5  7.4 7.0 9.9  7.0

面談後治療 あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり あり
（インスリン導入）

あり

応じて就業制限をすぐに課す場合と，改善を認めなかっ
た場合は就業制限を課すことを条件に制限を猶予し経過
観察とする場合がある．2007年度から 2014年度の 8年
間に，HbA1c（NGSP）6.5%以上に該当する労働者は延
べ 87名であった．8年間の定期健康診断時に HbA1c
（NGSP）8.0%以上だったものは，延べ 36名であり，その
うち就業制限（猶予を含む）とその後 2年間のフォロー
アップが確認できたものは，12例であった．その治療経
過を表 1に示す．いずれの事例も面談後には適切に治療
に結びついており，また，一部の事例を除いて血糖コン
トロールが良好に推移していることがわかる．
2．職場で継続的な治療や良好な血糖コントロールと

するための支援
糖尿病の管理において，継続的に治療を行い，服薬・

インスリンを適切に実施することは重要である．日本に
おいて，糖尿病有病者（糖尿病が強く疑われる者）の割
合は，12.1%（男性 16.3%，女性 9.3%）であり，推計で約
1,000万人と報告されている５）．しかし，糖尿病の総患者数
は 317万人であり６），糖尿病有病者の一部しか医療に結び
付いていない．職域における健診で糖尿病の疑いがある
労働者に対して，確実に医療機関を受診するよう指導す
ることは産業保健スタッフの重要な役割である．
一方，糖尿病の治療開始となった後に，20％を超える

患者が受診中断となったという報告がある７）．そのため，
治療中の労働者をいかに治療中断させないかも重要な視
点である．患者と医師（医療機関）との連携を強化する
ことが治療中断を防止するために有効であることが介入
研究で検証され，「糖尿病受診中断対策包括ガイド」が作
成されている８）．受診中断となる理由には，「仕事が忙し
いから」「医療費が経済的に負担であるから」「体調がよい
から」等が上位となっている．産業保健スタッフはこれ
らの背景が受診中断に繋がる可能性があることを念頭に
置いて対応するとよい．残業等，業務が多忙で受診でき
ない場合は，治療継続の必要性を本人とともに上司とも
共有し，受診できる環境を整えてもらうこともある．こ
の場合には，本人のプライバシーにも十分に配慮し，本
人の同意を得たうえで上司に情報共有する等，進め方に

は注意を要する．経済的負担はあるものの，糖尿病の合
併症が出た場合，あるいは，糖尿病により就業が制限さ
れた場合には，より大きな経済的負担となることを十分
に説明する必要がある．本人と産業保健スタッフとの信
頼関係が構築されている場合は，医療機関で実施された
血液検査の結果を毎回，産業保健スタッフに提出しても
らうことで，定期受診の確認とともに血糖コントロール
の推移を把握することもできる．
インスリンを使用している場合に留意すべき事項もあ

る．交代勤務の人は，食事摂取とインスリン注射とのタ
イミングが難しい場合がある．交代勤務には，二交代勤
務，三交代勤務等があり，そのローテーションの仕方も
様々である．実際の勤務体系に即したインスリンの使用
方法を検討する必要があり，産業保健スタッフは勤務体
系の情報を主治医に提供するなどの支援が可能である．
二交代勤務，三交代勤務，常昼勤務の順に耐糖能異常の
発症が高いことが観察研究で明らかとなっている９）．イン
スリンを注射する場所への配慮も必要であり，人に見ら
れずに注射することができる場所の有無にも留意が必要
である．無自覚性低血糖を認める場合には，職務適性評
価を行うこと，また，緊急時の対応方法を本人に確認す
るとともに，場合によっては周囲の同僚にも十分に状況
説明を行い，緊急時対応ができるよう説明することも大
切である．
3．糖尿病による労働生産性の低下を改善するための

支援
（1）労働生産性低下による損失の大きさ
欧米では，糖尿病による経済損失について，幅広い視

点から推計が行われている．特に，American Diabetes
Association（ADA）は，1997年以降，5年ごとに推計結
果を公表している１０）～１４）．そのうち，直近の結果（2017
年分）によると，全米で糖尿病による総コストは 3,270
億ドル，そのうち医療費等の直接コストが 2,370億ドル
であり，残りの 900億ドルは労働損失による間接コスト
と位置付けている１４）．さらに，この間接コストには，雇用
中の労働者の欠勤（いわゆる absenteeism）や労働生産性
の低下（いわゆる presenteeism），疾病に伴う障害による
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労働不能，早期死亡などが含まれる．このうち，absentee-
ismおよび presenteeismは，事業主が主に負担する損失
であり，それ以外は社会的な損失と位置付けられる．米
国以外にも，オランダ１５），スウェーデン１６），ノルウェー１７），
スペイン１８）などのヨーロッパ諸国やシンガポール１９），アル
ゼンチン２０）などで同様の推計が行われている．
2017年に ADAが行った推計では，absenteeism増加

による損失は 33億ドル，presenteeismによる損失は 269
億ドルであり，それぞれ総コストの約 1％，約 8％とそれ
ほど大きくはないが，これは就労中ではない糖尿病患者
も含む全人口に対する推計であった１４）．一方，Goetzel
らが，1998年から 1999年に行った労働者に限定した推
計では，absenteeismは総コストの約 7％であるが，pre-
senteeismは約 62％を占めていると報告されている２１）．
日本においても同様の研究が行われ，absenteeism，pre-
senteeism，医療費の総コストは，それぞれ 11%，64%，
25%であった２２）．したがって，職場で糖尿病の両立支援を
行う目的として，将来の合併症を予防するために血糖コ
ントロールの状態を改善することだけでなく，事業主の
大きな負担になる presenteeismを低減させることも重
要であるといえる．
（2）糖尿病に起因する presenteeismの発生要因
糖尿病に起因する presenteeismの発生要因について

は，これまで十分な検討がされているとは言えない．そ
れでも，比較的発生頻度が高い，低血糖，糖尿病性神経
症，気分障害については，いくつかの観察研究が行われ
ている．具体的には，低血糖について，症状が軽く，自
己対応できるレベルでも，生産性に大きな影響を及ぼす
ことが分かっている２３）～２５）．また，夜間に低血糖が発生し
た場合は，翌日の業務への影響は小さくない２６）２７）．糖尿病
性神経症については，痛みがある場合に presenteeism
を引き起こし２８）～３０），影響の大きさは，痛みが強くなるほ
ど大きくなることが分かっている３１）．糖尿病だけでなく，
抑うつ症状を中心とした気分障害は，様々な慢性疾患で
発生頻度が高くなることが分かっている．気分障害自体
が大きな presenteeismの原因となるが，糖尿病に合併し
た気分障害の場合には，両者の影響で，より大きな労働
生産性低下を引き起こす．しかし，この両者の交互作用
は認められていない３２）３３）．これらの研究を体系的にレ
ビューした論文が出版されているものの３４），そのなかに
まとめられているデータは諸外国のものであり，日本人
のデータは存在しない．そのため，日本における実態調
査・研究が今後，必要と考える．
（3）糖尿病患者の presenteeismの軽減対策
糖尿病患者の presenteeismを軽減させることを目的

とした介入研究は，ほとんど実施されていない．そこで，
presenteeismの発生要因やその他のエビデンスをもと
に，presenteeismの発生予防や軽減のための対策を考察
する．まず，低血糖は，不適切な治療内容や服薬遵守の

不良によって発生する．また，糖尿病性神経症は三大合
併症の一つであり，長期にわたる糖尿病のコントロール
不良によって発生する．糖尿病に高頻度に気分障害が合
併する原因は明確にはなっていないが，気分障害は血糖
コントロールにも影響し３５），presenteeismによる損失を
増大させる．これらのことより，presenteeism対策とし
ては，
①服薬遵守や生活習慣の改善によって血糖コントロー

ルの状態を改善させること，
②治療の仕事への影響を評価して，必要に応じて仕事

を調整すること，
③心理的なサポートを行うこと
が有効と考えられる．
血糖コントロールの改善については，これまでも触れ

てきたため，②と③について，更なる考察をする．低血
糖は，不適切な治療内容や服薬遵守の不良によって発生
するため，低血糖が発生した場合には服薬遵守の状況を
確認して，治療内容を見直すことが必要である．また昨
今，SGLT2阻害薬が多くの患者で用いられているが，こ
のタイプの薬は尿量を増やすことが分かっている．日本
の糖尿病患者の仕事上の困りごとの中で，「トイレが近い
こと」が多く聴取されているが３６），仕事中に自由にトイレ
に行けない環境で働く労働者にとっては，仕事への影響
は小さくないと考えられ，症状とともに，仕事の内容を
聴取して，治療内容を再検討することが必要である．そ
のため，産業保健スタッフと主治医との連携が非常に重
要となる．糖尿病とうつ病に対して，統合した治療を行
うことによって，服薬遵守状況やそれらの疾患の治療状
況が改善することが報告されている３７）．また，心理的なサ
ポートは，自己効力感を高め，結果的に服薬遵守状況や
生活習慣の改善に結び付くため３８）３９），気分障害が存在しな
くても，心理的サポートを行うことの意義は大きいと考
えられる．

III．おわりに

糖尿病を有する労働者は多く，その両立支援は重要で
ある．企業は労働者を安全に，かつ，健康に働かせる必
要がある（安全配慮義務）．一方で，糖尿病の状態が不良
な場合は仕事に影響し，労働生産性の低下につながる．
本人の治療と仕事との両立を支援することは，企業に
とってもメリットが大きい．本人を中心として，産業保
健スタッフを含む職場と，治療を行う外部医療機関とが
連携し，本人の適切な行動（生活習慣や受診行動等）と
良好な治療経過へと結びつける必要がある．そのために
は，各人が役割・責任を確実に果たすこと，また，本人
を介して関係者が適切に情報を共有することが重要であ
る．
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In Japan, the working-age population is declining and it is important to support workers with diabetes who
continue to work while receiving treatment. Workplace support is essential to improve the decline in labor pro-
ductivity attributed to diabetes. In this paper, we summarized the basic concepts of occupational workplace
support for workers with diabetes. We also clarified support methods for continuous treatment and good glyce-
mic control and their effects. The role of occupational health staff includes estimating the risk of work making
diabetes worse and the risk for accidents, and evaluating the work ability of workers with diabetes. We investi-
gated cases in which occupational health staff conducted interviews with workers with poor glycemic control
and evaluated their job suitability based on detailed information. Glycemic control was improved within a few
years through cooperation among occupational health staff, the person, their boss, and their attending physi-
cian. From the perspective of labor productivity, reduced productivity due to health problems (called “presen-
teeism”) is greatly affected by work conditions. Among those with diabetes, presenteeism is attributable to hy-
poglycemia, diabetic neuropathy, and mood disorders. Measures such as compliance with medication, improve-
ment of lifestyles, evaluating the effect of treatment on work and adjusting work as necessary, and providing
psychological support are considered effective. Collaboration between occupational health staff and attending
physicians is central to the success of such measures.
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